
新規事業採択時評価の実施箇所について

資料１



平成10年3月

現在

新規事業採択時評価制度の開始

平成21年12月

平成24年12月

第三者委員会への意見聴取の導入
－H23.1.21 社会資本整備審議会河川分科会

事業評価小委員会（第1回）

都道府県・政令市の意見聴取の導入

計画段階評価制度の開始

○公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成10年度より
新規事業採択時評価を実施。

○新規事業採択時評価は費用対効果分析を含め総合的に実施。
直轄事業においては、維持・管理、災害復旧に係る事業等を除く全ての事業が対象。

○平成21年度より第三者委員会及び都道府県・政令市への意見聴取の手続きを導入

新規事業採択時評価等に関する変遷
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ダム事業など、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事業については、
原則として、概算要求書の財務省提出時（8月末）に新規事業採択時評価の結果を公表。
他の事業については、原則として、3月末を目途に新規事業採択時評価の結果を公表。

直轄事業の新規事業採択時評価のスケジュール
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○河川整備計画に位置づけられ、検討の熟度、関係者との調整状況等を踏まえて
新規事業の候補箇所を選定。

○ダム事業については、実施計画調査の着手時点に加え、建設段階へ移行する際
にも新規採択時評価を実施。
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ダム事業の流れと新規事業採択時評価について
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【候補箇所】
・北上川上流ダム
・藤原・奈良俣ダム
・岩瀬ダム
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一級水系

・北上川水系：既設ダムである四十四田ダム・御所ダムの有効活用
・利根川水系：既設ダムである藤原ダム・奈良俣ダムの有効活用
・大淀川水系：既設ダムである岩瀬ダムの有効活用

平成31年度 新規事業候補箇所
（実施計画調査段階）北上川上流ダム再生事業 （①）

藤原・奈良俣再編ダム再生事業（①）岩瀬ダム再生事業（①）

ダム建設事業（直轄・水資源機構）の新規事業採択時評価候補箇所の選定の考え方

実施計画調査段階（１０９水系）

③

実施計画調査段階 建設段階

○近年の水害の発生状況
○検討の熟度
・水文、地形・地質等の基礎資料収集分析
・洪水調節方式や容量等の検討 等

○関係者との調整 等
・地元自治体との調整
・関係利水者との調整 等

・雨竜川ダム再生事業
・大町ダム等再編事業
・矢作ダム再生事業
・筑後川水系ダム群連携事業

○検討の熟度
・概略設計
・設計条件検討 等

○関係者との調整 等
・地元自治体との調整
・関係利水者との調整 等

・北上川上流ダム再生事業
・藤原・奈良俣再編ダム再生事業
・岩瀬ダム再生事業

なし

（４事業）

（３水系）

① ②

＜実施計画調査段階＞＜未事業化＞※１

※２

※１：権限代行の要請により実施する場合を除く ※２：平成30年8月8日時点

※２
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平成３１年度概算予算に係る新規事業採択時評価 実施箇所について

藤原・奈良俣再編ダム再生事業

※利根川水系利根川（藤原ダム）

楢俣川（奈良俣ダム）

（群馬県利根郡みなかみ町）

と ね がわ

ならまたがわ

と ね ぐん

さいせい

と ね がわ

岩瀬ダム再生事業
いわせ

※大淀川水系岩瀬川（岩瀬ダム）

（宮崎県小林市、都城市）

おおよどがわ いわせがわ

こばやしし

さいせい

みやこのじょうし

いわせ

北上川上流ダム再生事業
きたかみがわ さいせい

※北上川水系北上川（四十四田ダム）

雫石川（御所ダム）

（岩手県盛岡市）

きたかみがわ

しずくいしがわ

きたかみがわ

もりおかし

ごしょ

し じゅう し だ

ふじわら

な ら また

ふじわら な ら またさいへん
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